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徳
島
県
告
示
第
二
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二

十
九
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号
（
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
指
定

す
る
件
）
に
よ
り
指
定
し
た
同
項
に
規
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
同
条
第
一
項

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
を
解
除
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
井
ノ
上
一
九
―
一
の
一
部
及
び
二
〇
―
一
の
一
部

二

土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十

一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

指
定
を
解
除
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



徳
島
県
告
示
第
二
十
五
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
し
た
い
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

告
示
し
、
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
、
指
定
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
森
林
所
有
者
等
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期
間
の
満

了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
指
定
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域

那
賀
郡
那
賀
町
丈
ケ
谷
字
杖
谷
山
二
及
び
四

三

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
農
林
水
産
部
林
業
戦
略
課
森
林
企
画
担
当

電
話
番
号

○
八
八
―
六
二
一
―
二
四
四
九



徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
し
た
い
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

告
示
し
、
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
、
指
定
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
森
林
所
有
者
等
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期
間
の
満

了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
指
定
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域

那
賀
郡
那
賀
町
平
谷
字
水
ノ
本
道
ノ
上
一
か
ら
三
ま
で
、
四
の
一
、
四
の
二
、
五
及
び
六

三

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
農
林
水
産
部
林
業
戦
略
課
森
林
企
画
担
当

電
話
番
号

○
八
八
―
六
二
一
―
二
四
四
九



徳
島
県
告
示
第
二
十
七
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
し
た
い
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

告
示
し
、
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
、
指
定
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
森
林
所
有
者
等
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期
間
の
満

了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
指
定
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域

那
賀
郡
那
賀
町
木
頭
助
字
海
川
口
四
六
、
四
七
、
四
九
、
五
九
、
六
一
及
び
六
四

三

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
農
林
水
産
部
林
業
戦
略
課
森
林
企
画
担
当

電
話
番
号

○
八
八
―
六
二
一
―
二
四
四
九



徳
島
県
告
示
第
二
十
八
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月

二
十
五
日
ま
で
の
間
、
指
定
の
解
除
の
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
指
定
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
森
林
所
有
者
等
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期

間
の
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
指
定
の
解
除
の
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
二
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
区
域

那
賀
郡
那
賀
町
丈
ケ
谷
字
杖
谷
山
二
及
び
四

三

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
農
林
水
産
部
林
業
戦
略
課
森
林
企
画
担
当

電
話
番
号

○
八
八
―
六
二
一
―
二
四
四
九



徳
島
県
告
示
第
二
十
九
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月

二
十
五
日
ま
で
の
間
、
指
定
の
解
除
の
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
指
定
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
森
林
所
有
者
等
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期

間
の
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
指
定
の
解
除
の
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
二
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
区
域

那
賀
郡
那
賀
町
木
頭
助
字
海
川
口
四
六
、
四
七
、
四
九
、
五
九
、
六
一
及
び
六
四

三

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
農
林
水
産
部
林
業
戦
略
課
森
林
企
画
担
当

電
話
番
号

○
八
八
―
六
二
一
―
二
四
四
九



徳
島
県
告
示
第
三
十
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

田
村

明
春

阿
南
市
下
大
野
町
柴
根

阿
南
市
下
大
野
町
畑
田

六
、
三
三
五
・
〇
〇

一
七
番
地
三

三
四
五
番
一
ほ
か
六
筆

森
吉

稔

同

横
見
町
長
岡
一

同

柳
島
町
八
剣
五

二
、
二
一
八
・
〇
〇

〇
二
番
地

八
番
ほ
か
三
筆

垣
内

正
一

同

山
口
町
元
長
九

同

山
口
町
杉
谷
二

五
、
七
五
〇
・
〇
〇

六
番
地
一

三
番
ほ
か
三
筆

同

同

同

桑
野
町
山
路
二

三
、
七
七
七
・
〇
〇

五
番
ほ
か
一
筆

桑
村

静
夫

同

宝
田
町
中
友
一

同

宝
田
町
中
友
一

二
、
五
九
五
・
〇
〇

八
四
番
地

〇
〇
番
一
ほ
か
二
筆

東
根

陽
子

阿
波
市
阿
波
町
糸
下
三

阿
波
市
阿
波
町
大
坪
五

一
、
二
七
五
・
〇
〇

一
番
地
四

三
番

藤
本

承
男

板
野
郡
板
野
町
古
城
字

板
野
郡
板
野
町
古
城
字

二
、
六
一
二
・
〇
〇

若
宮
二
四
番
地

本
村
八
番
一
ほ
か
二
筆

二

認
可
年
月
日

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日



徳
島
県
告
示
第
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

徳
島
市
川
内
町

令
和
元
年
十
二
月
十
二
日

川
内
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
三
十
二
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
那
賀
町
木
頭
折
宇
字
野
久
保
谷
二
、
三
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森

林
整
備
課
及
び
那
賀
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
三
十
三
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
那
賀
町
川
俣
字
ソ
ヲ
一
九
の
一
、
一
九
の
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森

林
整
備
課
及
び
那
賀
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
三
十
四
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
三
次
元
デ
ー
タ
計
測
）

徳
島
県
の
一
部

令
和
二
年
一
月
十
六
日
か
ら

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
三
十
五
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
那
賀
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
、
令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
四
十
号

（
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
変

更
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
用
地
測
量
）

阿
南
市
黒
津
地
町

（
変
更
前
）

令
和
元
年
七
月
十
二
日
か
ら

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
ま
で

（
変
更
後
）

令
和
元
年
七
月
十
二
日
か
ら

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
三
十
六
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
物
品
等
及
び
予
定
数
量

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

四
、
四
八
三
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

一
、
六
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

２

調
達
物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

３

調
達
期
間

令
和
二
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
三
十
日
ま
で

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く

長
期
継
続
契
約
）

４

需
要
場
所

徳
島
市
八
万
町
向
寺
山

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
は
、
１
か
ら
９

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
受
け
資
格
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

６

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る

こ
と
。



７

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

８

二
酸
化
炭
素
排
出
原
単
位
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
等
に

関
し
、
入
札
説
明
書
等
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

９

調
達
開
始
日
か
ら
供
給
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
手
続
等

１

入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
説
明
書
等
及
び
契
約
条
項
に

つ
い
て
の
問
合
せ
先

徳
島
市
八
万
町
向
寺
山

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館
総
務
課
総
務
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
六
八
―
一
三
六
九
）

２

入
札
説
明
書
等
の
交
付
の
期
間
及
び
方
法

期
間

（一）

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
月
曜
日

（
月
曜
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る

休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
）

方
法

（二）

無
料
で
配
布
す
る
。

３

事
前
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
方
法
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
書

（一）
類
を

に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
提
出

（三）

期
間
内
に
必
着
の
こ
と
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書

（１）

二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
等
適
合
証
明
書

（２）

電
気
事
業
法
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

（３）
証
明
す
る
書
類
の
写
し

提
出
期
間

（二）

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
月
曜
日

（
月
曜
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）
を

除
く
。
）
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
）

提
出
場
所

（三）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
〇
七
〇

徳
島
市
八
万
町
向
寺
山

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館
総
務
課
総
務
担
当

提
出
部
数

（四）

一
部
と
す
る
。

４

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時

（一）

令
和
二
年
三
月
六
日
（
金
曜
日
）
午
後
二
時

場
所

（二）



徳
島
市
八
万
町
向
寺
山

徳
島
県
立
近
代
美
術
館
三
階
講
座
室

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
間
及
び
宛
先

（三）

提
出
期
間

（１）

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
五
日
（
木
曜
日
）
午
後
五
時
ま
で
に

必
着
の
こ
と
。

宛
先

（２）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
〇
七
〇

徳
島
市
八
万
町
向
寺
山

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館
総
務
課
総
務
担
当

５

入
札
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
調
達
期
間
の
電
気
料
金
の
総
価
と
す
る
こ
と
。

（一）

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相

（二）
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に

係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の

百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

７

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

二
に
規
定
す
る
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

（一）

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
で
使
用
す
る
電
気
の
入
札
書
在
中
」
の
朱
書
が
な

く
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

記
名
押
印
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札
並
び
に
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
し
た
入
札

鉛
筆
そ
の
他
容
易
に
改
ざ
ん
で
き
る
筆
記
具
で
作
成
し
た
も
の

（１）

金
額
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
以
外
で
記
載
し
、
又
は
訂
正
し
た
も
の

（２）

「
入
札
物
件
」
で
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
（
数
量
に
つ
い
て
は
、
特
に
指
定
し
た
場

（３）
合
を
除
く
。
）
の
記
載
の
な
い
も
の
又
は
記
載
を
誤
っ
た
も
の

「
住
所
及
び
氏
名
」
の
記
載
を
誤
っ
た
も
の

（４）

使
用
の
印
鑑
を
誤
っ
た
も
の

（５）
同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（八）
８

落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
入
札
説
明
書
に
示
す
提
出
書
類
の
審
査
の
結
果
、
入
札
公
告



及
び
入
札
説
明
書
に
示
し
た
調
達
物
品
等
を
調
達
で
き
る
と
認
め
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格

の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
提
示
し
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
行
っ
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
入
札
者
に

く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。
な
お
、
開
札
に
立
ち
会
わ
な
い
者
又
は
く
じ
を
引
か
な
い

者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
本
件
入
札
執
行
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ

、
落
札
者
を
決
定
す
る
。

四

契
約
手
続
に
関
す
る
事
項

１

契
約
書
作
成
の
要
否

要

２

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

五

そ
の
他

１

一
か
ら
四
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
、
仕
様
書
等
に
関
す
る
質

問
、
そ
の
他
の
入
札
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
二
の
６
に
示
す
入
札
説
明
書
に
記
載
し
て
い
る
。

２

本
件
特
定
調
達
契
約
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約

で
あ
る
。
次
年
度
以
降
の
予
算
が
減
額
さ
れ
、
又
は
削
除
さ
れ
た
場
合
は
、
契
約
の
変
更
又
は
解
除

を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徳
島
県
は
、
当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
行
わ
れ

た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

六

S
u
m
m
a
r
y

１
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
b
e
i
n
g
p
u
r
c
h
a
s
e
d
:

E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
b
y
T
o
k
u
s
h
i
m
a
B
u
n
k
a
n
o
M
o
r
i
P
a
r
k

E
s
t
i
m
a
t
e
d
A
m
o
u
n
t
o
f
E
l
e
c
t
r
i
c
P
o
w
e
r
:
4
,
4
8
3
,
0
0
0
k
W
h

２
P
e
r
i
o
d
f
o
r
t
h
e
S
u
b
m
i
s
s
i
o
n
o
f
B
i
d
s

H
a
n
d
d
e
l
i
v
e
r
e
d
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
s
:
M
a
r
c
h
6
t
h
,
2
0
2
0
b
y
2
:
0
0
p
.
m
.

S
u
b
m
i
s
s
i
o
n
s
b
y
m
a
i
l
:
M
u
s
t
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
b
e
t
w
e
e
n
f
e
b
r
u
a
r
y
2
8
t
h
,
2
0
2
0
a
n
d

m
a
r
c
h
5
t
h
,
2
0
2
0
.

３
F
o
r
f
u
r
t
h
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
p
l
e
a
s
e
s
e
n
d
a
l
l
e
n
q
u
i
r
i
e
s
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g

a
d
d
r
e
s
s
:

T
o
k
u
s
h
i
m
a
2
1
s
t
C
e
n
t
u
r
y
C
u
l
t
u
r
a
l
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
C
e
n
t
e
r

M
u
k
o
u
t
e
r
a
y
a
m
a
H
a
c
h
i
m
a
n
-
c
h
o
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
C
i
t
y
,
7
7
0
-
8
0
7
0
J
a
p
a
n

T
e
l
:
0
8
8
-
6
6
8
-
1
3
6
9



徳
島
県
告
示
第
三
十
七
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

落
札
に
係
る
委
託
業
務
名
及
び
数
量

徳
島
県
立
博
物
館
新
常
設
展
構
築
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館
総
務
課
総
務
担
当

徳
島
市
八
万
町
向
寺
山

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
乃
村
工
藝
社

東
京
都
港
区
台
場
二
丁
目
三
番
四
号

五

落
札
金
額

十
一
億
二
千
四
百
二
十
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
元
年
十
一
月
八
日



徳島県公安委員会告示第１号

警備業法（昭和４７年法律第１１７号。以下「法」という。）第２３条第１項に規定す

る検定を次のとおり実施するので，警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安

委員会規則第２０号。以下「検定規則」という。）第７条の規定により公示する。

令和２年１月２４日

徳島県公安委員会委員長 藤 井 伊 佐 子

１ 検定を行う警備業務の種別及び級

検定規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務 ２級

２ 実施期日及び場所

(1) 実施期日

令和２年６月２日（火）午前９時１０分から午後５時までの間（正午から午後１時

までの間を除く。）とする。ただし，検定の終了時刻にあっては，検定の実施状況に

応じて変更することがある。

なお，受付は，当日の午前９時から午前９時１０分までの間とする。

(2) 実施場所

アスティとくしま

（徳島市山城町東浜傍示１番地１ 電話０８８－６２４－５１１１）

３ 受検定員

３０人

４ 受検資格

次のいずれかに該当する者とする。

(1) 徳島県内に住所を有する者

(2) 徳島県外に住所を有し，徳島県内に所在する営業所に所属している法第２条第４項

に規定する警備員

５ 検定申請手続

(1) 受検の予約

ア 専用電話による予約

(ｱ) 検定を受けようとする者は，事前に徳島県警察本部生活安全部生活安全企画課

許可事務指導室に設置した予約専用電話（０９０－９５５５－１１２３）に電話

をし，受検の予約を行うこと。

(ｲ) 電話による予約（以下「電話予約」という。）は，令和２年４月１３日（月）

から同月１７日（金）までの午前９時から午後５時までの間（正午から午後１時

までの間を除く。）に行うこと。

イ 留意事項

(ｱ) 予約専用電話以外による予約は受け付けない。

(ｲ) 電話１回につき，１人の予約を受け付ける。

(ｳ) 電話予約の受付期間内であっても，定員に達した場合は，その時点で受付を締

め切る。

(ｴ) 検定を受けようとする者以外の者による予約は，受け付けない。

(2) 検定申請書の提出



ア 検定の申請ができる者

検定の申請は，電話予約の際に警察が付与する予約番号を取得した者（以下「検

定申請者」という。）のみが行うことができる。

イ 提出書類

検定申請書（検定規則第９条第１項に規定する検定申請書をいう。以下同じ。）

１通に，次に掲げる書類を添付すること。

(ｱ) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽，正面，上三分身，無背景の縦の長さ３

．０センチメートル，横の長さ２．４センチメートルの写真で，その裏面に氏名

及び撮影年月日を記入したもの）２葉

(ｲ) 検定申請者の住所地が徳島県内にあることを疎明する書面（以下「住所地疎明

書面」という。）又は自己の属する営業所が徳島県内にあることを疎明する警備

業法施行細則（平成１８年徳島県公安委員会規則第１５号）第９条第１項に規定

する警備員所属証明書（以下「警備員所属証明書」という。）１通

ウ 提出先

検定申請書及びその添付書類（以下「検定申請書等」という。）は，次に掲げる

添付書類の区分に応じて，それぞれ定める警察署の生活安全課又は刑事生活安全課

に提出すること。

(ｱ) 住所地疎明書面を添付する場合 検定申請者の住所地を管轄する警察署

(ｲ) 警備員所属証明書を添付する場合 検定申請者の属する営業所の所在地を管轄

する警察署

エ 提出方法

検定申請書等は，検定申請者本人が持参すること。ただし，やむを得ない事情が

ある場合であって，検定申請者の委任状を持参しているときは，代理人による提出

を認める。

なお，郵送等による申請は認めない。

オ 提出期間

検定申請書等の提出は，令和２年４月２７日（月），同月２８日（火），同月３

０日（木）及び５月１日（金）の午前８時３０分から午後５時１５分までの間（正

午から午後１時までの間を除く。）に行うこと。

カ 検定手数料

検定申請書等を提出する際に，検定手数料として，１４，０００円を徳島県収入

証紙により納入すること。

なお，納入された検定手数料は，還付しない。

キ 受検票の交付

受検票（検定規則第１０条に規定する受検票をいう。以下同じ。）は，検定申請

書等の提出を受けた警察署において，後日交付する。

６ 検定

(1) 検定の実施概要

検定は，学科試験及び実技試験により行う。ただし，学科試験が合格基準に至らな

かった者に対しては，実技試験は行わない。



(2) 持参するもの

受検に際しては，受検票，筆記用具，警笛，帽子（警備員の制服として使用してい

る帽子，ヘルメット等）又は運動帽，雨着（雨天時に使用する。）及び印鑑を持参す

ること。

(3) 服装

警備員にあっては制服とし，警備員以外の者にあっては活動しやすい服装（ジャー

ジやＴシャツは不可）とする。

７ 合格者発表等

(1) 合格者発表

合格者の発表は，検定の当日，検定の実施場所において行う。

(2) 成績証明書の交付

検定に合格した者に対しては，その当日に検定規則第１１条に規定する成績証明書

を交付する。

８ その他留意事項

(1) 検定申請書の住所欄の記載

検定申請書の住所欄の記載は，住民票の記載に従い，丁目，番地，番，大字等を正

確に記載すること。

(2) 問合せ先

この検定に関する問合せは，徳島県警察本部生活安全部生活安全企画課許可事務指

導室営業係又は各警察署生活安全課若しくは刑事生活安全課に行うこと。

なお，検定の試験内容に関する問合せは一切受け付けない。



徳島県公安委員会告示第２号

警備業法（昭和４７年法律第１１７号。以下「法」という。）第２３条第１項に規定す

る検定を次のとおり実施するので，警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安

委員会規則第２０号。以下「検定規則」という。）第７条の規定により公示する。

令和２年１月２４日

徳島県公安委員会委員長 藤 井 伊 佐 子

１ 検定を行う警備業務の種別及び級

検定規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務 １級

２ 実施期日及び場所

(1) 実施期日

令和２年６月１７日（水）午前９時１０分から午後５時までの間（正午から午後１

時までの間を除く。）とする。ただし，検定の終了時刻にあっては，検定の実施状況

に応じて変更することがある。

なお，受付は，当日の午前９時から午前９時１０分までの間とする。

(2) 実施場所

アスティとくしま

（徳島市山城町東浜傍示１番地１ 電話０８８－６２４－５１１１）

３ 受検定員

３０人

４ 受検対象者

受検対象者は，徳島県内に住所を有する者又は法第２条第４項に規定する警備員とし

て徳島県内の営業所に属する者であって，次のいずれかに該当するものとする。

(1) 検定規則第４条に規定する２級の検定（交通誘導警備業務に係るものに限る。以下

「２級検定」という。）に係る法第２３条第４項に規定する合格証明書（以下「合格

証明書」という。）の交付を受けている者であって，当該合格証明書の交付を受けた

後，交通誘導警備業務に従事した期間が１年以上であるもの

(2) 徳島県公安委員会が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

として，当該公安委員会から１級検定受検資格認定書（交通誘導警備業務に係るもの

に限る。以下同じ。）の交付を受けているもの

５ 検定申請手続

(1) 受検の予約

ア 専用電話による予約

(ｱ) 検定を受けようとする者は，事前に徳島県警察本部生活安全部生活安全企画課

許可事務指導室に設置した予約専用電話（０９０－９５５５－１１２３）に電話

をし，受検の予約を行うこと。

(ｲ) 電話による予約（以下「電話予約」という。）は，令和２年４月２７日（月）

，同月２８日（火），同月３０日（木）及び５月１日（金）の午前９時から午後

５時までの間（正午から午後１時までの間を除く。）に行うこと。

イ 留意事項

(ｱ) 予約専用電話以外による予約は受け付けない。



(ｲ) 電話１回につき，１人の予約を受け付ける。

(ｳ) 電話予約の受付期間内であっても，定員に達した場合は，その時点で受付を締

め切る。

(ｴ) 検定を受けようとする者以外の者による予約は，受け付けない。

(2) 検定申請書の提出

ア 検定の申請ができる者

検定の申請は，電話予約の際に警察が付与する予約番号を取得した者（以下「検

定申請者」という。）のみが行うことができる。

イ 提出書類

(ｱ) 検定申請書（検定規則第９条第１項に規定する検定申請書をいう。以下同じ。

）１通に，次に掲げる書類を添付すること。

ａ 写真（申請前６月以内に撮影した無帽，正面，上三分身，無背景の縦の長さ

３．０センチメートル，横の長さ２．４センチメートルの写真で，その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）２葉

ｂ 検定申請者の住所地が徳島県内にあることを疎明する書面（以下「住所地疎

明書面」という。）又は自己の属する営業所が徳島県内にあることを疎明する

警備業法施行細則（平成１８年徳島県公安委員会規則第１５号。以下「施行細

則」という。）第９条第１項に規定する警備員所属証明書（以下「警備員所属

証明書」という。）１通

ｃ ４の(1)に該当する者は，２級検定に係る合格証明書の写し及び当該合格証

明書の交付を受けた後，交通誘導警備業務に従事した期間が１年以上であるこ

とを疎明する施行細則第９条第２項に規定する警備業務従事証明書（以下「警

備業務従事証明書」という。）各１通

ｄ ４の(2)に該当する者は，１級検定受検資格認定書の写し１通

(ｲ) (ｱ)のｃに掲げる書面のうち，警備業務従事証明書を添付するに当たっては，

次に掲げる事項に留意すること。

ａ ２級検定に係る合格証明書の交付を受けた後，同一の警備業者の下で交通誘

導警備業務に従事した期間が１年に満たない場合は，当該業務に従事した期間

が１年以上であることを疎明することができる複数の警備業者が疎明した警備

業務従事証明書を添付すること。

ｂ 警備業者が既に廃業しているなど，警備業務従事証明書を添付することがで

きないことについてやむを得ない理由がある場合は，当該理由を疎明した上で

，２級検定に係る合格証明書の交付を受けた後，交通誘導警備業務に従事した

期間が１年以上であることを誓約する施行細則第９条第３項に規定する誓約書

及び履歴書を当該警備業務従事証明書に代えて添付すること。

ウ 提出先

検定申請書及びその添付書類（以下「検定申請書等」という。）は，次に掲げる

添付書類の区分に応じて，それぞれ定める警察署の生活安全課又は刑事生活安全課

に提出すること。

(ｱ) 住所地疎明書面を添付する場合 検定申請者の住所地を管轄する警察署



(ｲ) 警備員所属証明書を添付する場合 検定申請者の属する営業所の所在地を管轄

する警察署

エ 提出方法

検定申請書等は，検定申請者本人が持参すること。ただし，やむを得ない事情が

ある場合であって，検定申請者の委任状を持参しているときは，代理人による提出

を認める。

なお，郵送等による申請は認めない。

オ 提出期間

検定申請書等の提出は，令和２年５月１８日（月）から同月２２日（金）までの

午前８時３０分から午後５時１５分までの間（正午から午後１時までの間を除く。

）に行うこと。

カ 検定手数料

検定申請書等を提出する際に，検定手数料として，１４，０００円を徳島県収入

証紙により納入すること。

なお，納入された検定手数料は，還付しない。

キ 受検票の交付

受検票（検定規則第１０条に規定する受検票をいう。以下同じ。）は，検定申請

書等の提出を受けた警察署において，後日交付する。

６ 検定

(1) 実施概要

検定は，学科試験及び実技試験により行う。ただし，学科試験が合格基準に至らな

かった者に対しては，実技試験は行わない。

(2) 持参するもの

受検に際しては，受検票，筆記用具，警笛，帽子（警備員の制服として使用してい

る帽子，ヘルメット等）又は運動帽，室内用運動靴，雨着（雨天時に使用する。）及

び印鑑を持参すること。

(3) 服装

警備員にあっては制服とし，警備員以外の者にあっては活動しやすい服装（ジャー

ジやＴシャツは不可）とする。

７ 合格者発表等

(1) 合格者発表

合格者の発表は，検定の当日，検定の実施場所において行う。

(2) 成績証明書の交付

検定に合格した者に対しては，その当日に検定規則第１１条に規定する成績証明書

を交付する。

８ その他留意事項

(1) 検定申請書の住所欄の記載

検定申請書の住所欄の記載は，住民票の記載に従い，丁目，番地，番，大字等を正

確に記載すること。

(2) 問合せ先



この検定に関する問合せは，徳島県警察本部生活安全部生活安全企画課許可事務指

導室営業係又は各警察署生活安全課若しくは刑事生活安全課に行うこと。

なお，検定の試験内容に関する問合せは一切受け付けない。


